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過年度学校給食費の不納欠損処分について 

 令和 6 年度における過年度学校給食費の未収入額は、平成 26 年度から令和 5

年度までの 8,311,676 円、延人数 251 人となる。

令和 6年度における過年度収入額は 435,397 円（収納率 5.35％）であった。 

未納者に対しては、文書による納入催告によって徴収に努めてきたところであ

る。

しかし、長期間に渡っての未収入金のため、徴収が困難となっているものも

あり、不納欠損処分要件に基づき不納欠損処分をいたしたい。 

 不納欠損処分要件は、納入がなく 10 年を超えた者及び 5年を超えて市外に転

出した者について不納欠損処分を行うものであり、平成 2 年 10 月 12 日の国立

市立学校給食センター運営審議会で確認された経過がある。 

 なお、未収入分の徴収については、今後もより一層の努力をしていくことと

し、下記のとおり不納欠損処分をいたしたい。 

記 

1. 平成 26 年度から令和 5年度までの給食費未納額

    延 251 人 8,311,676 円 

2. 不納欠損処分とするもの

17 人 601,283 円 

3. 不納欠損処分の主たる根拠

民法第 173 条第 3号 

破産法 253 条 1 項 

4. 不納欠損年月日

令和 7年 3月 31 日 

5. 不納欠損処分後の過年度給食費未納額

   延 234 人 7,710,393 円 

以 上 

７ 
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